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＊会派の代表として行う質問が代表質問になります。
　代表質問の時間内（質疑応答で120分）であれば同じ
　会派の人が関連質問をすることもできます。
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＊紙面の都合上、名称を以下のように省略します。
　政策部長（総合政策部長）　福祉部長（市民福祉部長）
　経環部長（経済環境部長）　
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＊個人質問の時間は、質疑・答弁を含め１時間以内です。
　紙面の都合で僅かしか掲載できませんので、是非議会傍聴にお越し下さい。
　時間の都合がつかない方は、市役所１階の「行政資料コーナー」の会議録を、
　またはホームページで詳細をご覧下さい。
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＊紙面の都合上、名称を以下のように省略します。
　企財部長（企画財政部長）　健福部長（健康福祉部長）
　経環部長（経済環境部長）　
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＊個人質問の時間は、質疑・答弁を含め１時間以内です。
　紙面の都合で僅かしか掲載できませんので、是非議会傍聴にお越し下さい。
　時間の都合がつかない方は、市役所１階の「行政資料コーナー」の会議録を、
　またはホームページで詳細をご覧下さい。
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＊紙面の都合上、名称を以下のように省略します。
　企財部長（企画財政部長）　健福部長（健康福祉部長）
　経環部長（経済環境部長）　
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＊個人質問の時間は、質疑・答弁を含め１時間以内です。
　紙面の都合で僅かしか掲載できませんので、是非議会傍聴にお越し下さい。
　時間の都合がつかない方は、市役所１階の「行政資料コーナー」の会議録を、
　またはホームページで詳細をご覧下さい。
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＊紙面の都合上、名称を以下のように省略します。
　企財部長（企画財政部長）　健福部長（健康福祉部長）
　経環部長（経済環境部長）　
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＊個人質問の時間は、質疑・答弁を含め１時間以内です。
　紙面の都合で僅かしか掲載できませんので、是非議会傍聴にお越し下さい。
　時間の都合がつかない方は、市役所１階の「行政資料コーナー」の会議録を、
　またはホームページで詳細をご覧下さい。
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